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落札者決定基準 

消防救急デジタル無線設備更新業務 

 

１ 基本的な考え方 

  落札者の決定に当たっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、予定価格の範囲内で有効

な入札を行った者について、本落札者決定基準に基づき入札価格と提案内容を審査し、総合評価点が

最も高い者を落札者とする。 

  なお、公平な審査を行うため、本市が設置する消防救急デジタル無線設備更新業務に係る事業者選

定委員会（以下「委員会」という。）にて審査を行う。 

 

（１）価格評価点 

   入札価格について、後に示す算出式に基づき、「価格評価点」を与える。    

 

（２）技術評価点 

   別記「評価表」に基づき、「技術評価点」を与える。    

 

（３）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

   「価格評価点」及び「技術評価点」の合計点（＝総合評価点）が最も高い者を落札者とする。 

  

               ＝          ＋           

 

（４）有効とする数字 

   「価格評価点」及び「技術評価点」の算出に当たっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数

点以下２桁目で四捨五入する。 

 

（５）総合評価点が最も高い者が複数ある場合の落札者の決定方法 

  ア 総合評価点が最も高い者それぞれの「価格評価点」「技術評価点」が異なる場合 

  技術評価点が高い者を落札者とする。 

  イ 総合評価点が最も高い者それぞれの「価格評価点」「技術評価点」が同じ場合 

    技術評価点のうち、評価項目「2 消防機関の大規模災害対応 BCP」における各委員の合計点が

高い者を落札者とする。 

  ウ 以上アからイで落札者を決定できない場合 

    入札価格が低い者を落札者とする。入札価格も同じ場合は、別途日を定め、くじにより決定す

る。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

 

２ 価格評価点の算出方法 

  価格評価点は、入札価格に基づき、次により算出する。 

価格評価点 ＝ 80点 ×（ 最低入札価格 ／ 入札価格 ） 

  ただし、予定価格を上回る入札を行った者は、落札者としない（技術提案書等の審査は行わない）

ものとする。 

総合評価点 

（200点満点） 

価格評価点 

（80点満点） 

技術評価点 

（120点満点） 
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３ 技術評価点の算出方法 

入札参加者から提出された技術提案書等を審査し、別記「評価表」に基づき以下の手順により技術

評価点を算出する。 

 

（１）評価点 

技術提案書の記載内容により、各評価項目について次のとおり６段階評価として評価点を付与す

る。また、６段階評価の目安は次のとおりとする。 

評価の目安 評価点 

非常に優れている ５ 

優れている ４ 

標準である ３ 

やや劣っている ２ 

劣っている １ 

記述がない（評価できない） ０ 

 

（２）項目評価点 

評価点に、評価項目の重要度に応じて設定したウエイト（０～５）を乗じて、項目評価点とする。

（別記「評価表」を参照のこと。） 

 

（３）技術評価点 

項目評価点を合計したものを得点とし、委員会の各委員の得点を平均したものを技術評価点とす

る。 

 

（４）技術評価点における基準点 

（３）の技術評価点が 70.5点未満の場合は、失格とする。また、当該技術評価点が 70.5点以上

となる場合も、別記「評価表」の「2消防機関の大規模災害対応 BCP」に係る項目について、各委員

の得点を平均して 30点未満となる場合は、失格とする。 

 

４ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類に不足又は不備がある場合（軽微な場合を除く。） 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）著しく信義に反する行為があった場合 

（４）契約を履行することが困難と認められる場合 

（５）技術提案書等の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合 

（６）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（７）技術評価点が、上記３（４）における基準点を満たさない場合 


